
HDD部門リストラ
１１月２６日の衆議院法務委員会で、日本

IBMのハードデイスク部門の日立への売却問

題が取り上げられました。その際、厚生労働

省が告示した指針に述べられている基本原則

を木島議員が３つに整理し、厚生労働省青木

審議官も確認しました。

１．労働条件は、そのまま維持されること。

２．会社分割の前後において労働条件の変更

　を行う場合には、法令及び判例に従い、労

　使間の合意が基本となるものであること。

３．会社分割を理由とする解雇については、

　現在、我が国の最高裁の確固とした立場で

　ある整理解雇の四要件、これが厳然と適用

　になる。

これらの基本原則に反した場合、労働局に相

談して、円滑に紛争が解決されるよう努力す

るという趣旨のことを述べました。

SCI,ITES団交
１２月１３日(金)はじめてSCIとの団交が行

われ、会社の現状、今後の経営計画などにつ

いて説明を受けました。ITESとは初めての団

交でした。

IBM退職強要
　IBMではこれまでも毎年のように、退職強

要を繰り返してきましたが、今年は、社長自

らが叱咤「激励」していることが特徴です。

　　共通しているやり方は

①あなたは、人事からの対象者リストに載っ

　ている。

②退職するつもりはない、と本人がいっても

　面談を繰り返す、と言う。　

③ファースト・ラインでダメなら、すぐ、

　セカンドライン（次長）、サードライン　

　(部長）が面談する、といった点です。　

　関連会社のidtでも同様な強要がされてい

ます。退職の意思が無いのであれば、はっき

りと断りましょう。あいまいな態度をとって

いるとつけこまれます。本人が退職の意思が

ないことを表明しているのに、繰り返し退職

面談を強要することは違法行為です。早めに

組合へ相談してください。

今年に入ってからの経緯(会社側の回答）は

以下のとおりです。

４／１１団交：従前から、業績が十分あがら

　ない人については、本人の尊厳ということ

　も含めて選択というものを会社としてすす

　めているが、今回、6月末日までという期

　限付きでやっている。「成績が上がってい

　

・HDDの売却問題は衆議院法務委員会でも取上げられました。

・idtではすさまじいばかりの退職強要がされています。

・IBMでは全社的に退職強要プログラムが走っています。

・組合掲示板が設置されました。ぜひご覧ください。
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HDD 部門(野洲では40－50人)の社員８００人・土地・建物の丸ごとが日立の子会社に売却

される計画は１２月末に強行しようとしています。IBMはそれだけでなく、全社的に退職強

要プログラムも同時に進めています（裏面社長レター参照）。IDT出向社員にはすさまじい

ばかりの退職強要が行わわれています。他の関連会社でも今後、同様なことが予想されま

す。退職強要は違法行為です。安易に妥協せず、ぜひ、直接、または、近くの組合員を通じ

て、労働組合に相談ください。いつでも相談に乗ります。



　ない人は、本人も忸怩（じくじ）たるもの

　があるわけだ。

５／１４団交：会社が話し合いを、納得でき

　るような形で、二度でも三度でもやる。話

　し合う回数自体が問題だとは理解していな

　い。

６／０４団交：プログラムと称するものでは

　なく、個人と社員の間で折り合いがつき、

　双方納得づくであれば加算金を出す。

6/14社長レター：会社への貢献・業績が十分

　でない社員ならびに将来一層の飛躍を望め

　ない社員を対象。この６月までに達成でき

　なかった部門は年末までに更に年の後半の

　目標も加えて実施いただくことになる。

6/14斉藤人事取締役レター：このリソース・

　プログラムの目標達成も、営業・サービス

　部門におけるビジネス目標達成と同程度に

　Corporateからの注目を集めているプロジ

　ェクトです。

６／２７団交：（退職させる目標は何人か、

　との問いに）コメントを差し控えたい。　

なお、idtでは、一定年齢以上のIBMからの出

向者に対して、「帰任先の仕事は決まってい

ないが、強制的に年内にIBMに帰ってもら

う。年末が限界だ。」などと云っています。

当初、強制的に出向をさせておいて、都合が

悪くなれば仕事も無いところに帰れ、とは責

任放棄と言わざるを得ません。

組合掲示板が設置されました！

　１１月より健康管理室前（１号ビル２階

社員ルーム前）に組合掲示板が設置されまし

た。

　これを機に、みなさんに情報を発信してい

きます。IBM以外の社員の方にも下記時間帯

はカフェテリアからのドアが開放されていま

す。

　１１：２５－１３：００（昼食時）

　１７：３０－１９：００（夕食時）


